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戒名（法名）問題に関する研究会
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都
道
府
県
仏
教
会

負
担
金
検
討
委
員
会

、
、
触
憾
騨

轡
織

釜二1

欝
泌乃

都道府県仏教会負担金検討委員会　9月29日　於明照会館

　
九
月
二
十
九
日
正
午
よ
り
、
明
照
会
館
会
議
室
に

於
い
て
、
都
道
府
心
仏
教
会
の
負
担
金
検
討
委
員
会

が
開
催
さ
れ
た
。

　
前
回
の
都
道
府
県
仏
教
会
代
表
者
会
議
で
本
検
討

委
員
会
の
設
置
の
承
認
と
委
員
が
選
出
さ
れ
、
今
回

の
開
催
と
な
っ
た
も
の
で
、
都
道
府
県
仏
教
会
の
負

担
金
額
の
設
定
基
準
等
に
つ
い
て
事
務
総
局
よ
り
説

明
の
後
、
検
討
に
入
っ
た
。

　
そ
の
結
果
、
当
面
は
現
行
の
基
準
と
す
る
も
の
の
、

今
後
は
格
差
の
是
正
に
つ
と
め
、
未
組
織
・
未
加
入

の
県
仏
教
会
の
育
成
と
支
援
に
力
を
入
れ
て
行
く
こ

と
に
な
っ
た
。

戒
名
（
法
名
）
問
題
に
関
す
る
研
究
会戒名（法名）問題に関する研究会　9月14日　於明照会館

　
九
月
十
四
日
午
後
二
時
か
ら
、
明
照
会
館
会
議
室

で
、
第
四
回
戒
名
（
法
名
）
問
題
に
関
す
る
研
究
会

が
開
催
さ
れ
た
。

　
前
回
に
続
き
、
戒
名
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
熱

心
に
討
議
検
討
が
行
わ
れ
、
来
年
一
月
に
開
催
予
定

の
理
事
会
に
研
究
会
と
し
て
の
答
申
案
を
提
出
す
る

こ
と
が
決
め
ら
れ
た
。

　　　全日本仏教会ホームページ
　　　　　　　http：〃wwwJtvan．co．jp／～jbf

・『全仏誌』より

・関連団体URL集　など

※全日本仏教会のメールアドレスが下記に変更になりました。

　jbf＠opal．famille．neJp
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ル
ン
ビ
ニ
ー
委
員
会ルンビニー委員会　9月27日　於真言宗智山派宗務庁

　
九
月
二
十
七
日
午
後
一
時
半
よ
り
、
真
言
宗
智
山

派
宗
務
庁
会
議
室
に
於
い
て
、
ル
ン
ビ
ニ
i
委
員
会

が
開
催
さ
れ
た
。

　
蓮
事
務
総
長
の
挨
拶
の
後
、
前
回
の
懸
案
事
項
で

あ
る
ネ
パ
ー
ル
ル
ン
ビ
ニ
ー
開
発
ト
ラ
ス
ト
（
L
D

T
）
か
ら
呈
示
さ
れ
た
マ
ヤ
堂
復
元
の
協
定
書
再
修

正
案
に
対
す
る
本
会
案
の
審
議
に
入
っ
た
。

　
今
ま
で
の
経
緯
を
踏
ま
え
、
L
D
T
に
対
し
て
当

事
者
と
し
て
の
責
任
と
応
分
の
負
担
を
求
め
た
内
容

を
加
味
し
た
案
と
し
、
早
急
に
成
文
化
し
た
文
書
を

送
り
、
合
意
と
早
期
着
工
を
目
指
し
、
交
渉
努
力
し

て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。

　
九
月
二
十
九
日
午
後
二
時
か
ら
、
明
照
会
館
会
議

室
で
、
第
二
回
税
務
委
員
会
が
開
催
さ
れ
た
。

　
蓮
清
典
事
務
総
長
、
瀬
古
眞
隆
委
員
長
の
挨
拶
に

続
き
、
「
ペ
イ
オ
フ
に
よ
る
寺
院
経
済
へ
の
影
響
」

と
題
し
、
日
興
証
券
（
株
）
リ
テ
ー
ル
推
進
事
業
部
の

吉
田
露
寒
に
よ
り
、
現
在
の
日
本
経
済
の
状
況
説
明
、

寺
院
資
産
運
用
保
護
等
に
つ
い
て
多
角
的
な
立
場
か

ら
詳
細
に
講
演
が
行
わ
れ
た
。

9月29日　於明照会館会議室税務委員会

全日本仏教会

無料法律相談室

　
全
日
本
仏
教
会
で
は
、
長
谷
川
正
浩
弁
護
士

に
よ
る
、
本
会
関
係
者
を
対
象
と
し
た
無
料
法

律
相
談
室
を
開
設
し
て
い
ま
す
。

　
相
談
内
容
は
、
寺
院
運
営
を
め
ぐ
る
諸
問
題
、

税
務
、
一
般
民
事
等
、
ご
自
由
で
す
が
、
現
在
、

宗
教
法
人
法
の
改
定
に
伴
い
、
相
談
件
数
が
増

え
て
い
ま
す
。
相
談
を
ご
希
望
さ
れ
る
方
は
、

必
ず
電
話
で
予
約
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

日
時

場
所

予
約

原
則
と
し
て
毎
月
第
二
・
第
四
木
曜
日

午
後
一
時
～

明
照
会
館

　
　
（
東
京
都
港
区
芝
公
園
四
－
七
一
四
）

全
日
本
仏
教
会
事
務
総
局

　
　
　
〇
三
1
三
四
三
七
－
九
二
七
五
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仏全1999年11月1日

全
日
本
仏
教
会
顧
問
弁
護
士

　
墓
地
埋
葬
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
墓
埋
法
と
い

う
）
の
施
行
規
則
（
以
下
規
則
と
い
う
）
が
平
成
十

一
年
三
月
二
十
九
日
に
改
正
・
公
布
さ
れ
、
同
年
五

月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
（
但
し
後
述
の
第
七
条
関

係
は
十
月
一
日
か
ら
施
行
）
。

　
本
稿
は
、
改
正
事
項
を
紹
介
し
、
一
部
に
あ
っ
た

疑
問
点
に
つ
い
て
全
日
本
仏
教
会
が
文
化
庁
宗
務
課

や
厚
生
省
生
活
衛
生
局
企
画
課
と
連
絡
を
と
り
疑
問

点
の
解
消
を
は
か
っ
た
こ
と
を
お
知
ら
せ
す
る
も
の

で
あ
る
。

「、

?
ｳ
内
容
の
紹
介

1
、
通
常
の
改
葬
手
続
き
に
つ
い
て

　
申
請
書
記
載
事
項
に
新
た
に
死
亡
者
の
「
住
所
」

が
加
わ
っ
た
ほ
か
、
申
請
者
は
そ
の
住
所
・
氏
名
・

死
亡
者
と
の
続
柄
の
み
な
ら
ず
新
た
に
「
墓
地
使
用

者
又
は
、
焼
骨
収
蔵
委
託
者
」
（
以
下
墓
地
使
用
者

等
と
い
う
）
と
の
関
係
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

長
谷
川
正
浩

く
な
っ
た
。
そ
し
て
墓
地
使
用
者
等
以
外
の
者
が
改

葬
の
申
請
を
す
る
と
き
は
「
墓
地
使
用
者
等
の
改
葬

に
つ
い
て
の
承
諾
書
又
は
こ
れ
に
対
抗
す
る
こ
と
が

で
き
る
裁
判
の
謄
本
」
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
さ
れ
た
。

　
従
来
墓
地
使
用
者
等
に
無
断
で
改
葬
が
行
わ
れ
、

改
葬
後
発
生
す
る
か
も
し
れ
な
い
改
葬
者
・
墓
地
経

営
者
と
墓
地
使
用
者
間
の
紛
争
を
未
然
に
防
ぐ
こ
と

が
意
図
さ
れ
て
い
る
。
墓
地
使
用
者
等
以
外
の
申
請

者
と
し
て
考
え
ら
れ
る
者
は
、
土
地
区
画
整
理
事
業
、

道
路
工
事
等
の
施
行
者
、
経
営
者
、
管
理
者
、
土
地

使
用
者
以
外
の
縁
故
者
等
が
あ
る
。

2
、
無
縁
の
改
葬
手
続
に
つ
い
て

　
従
来
無
縁
に
つ
い
て
特
別
の
改
葬
手
続
き
を
要
し

た
の
は
墳
墓
に
埋
葬
さ
れ
た
死
体
又
は
埋
蔵
さ
れ
た

焼
骨
の
改
葬
に
限
ら
れ
て
い
た
が
、
新
た
に
「
納
骨

堂
に
収
蔵
さ
れ
た
収
骨
」
が
加
わ
っ
た
。
つ
ぎ
に
「
当

該
土
地
の
使
用
に
関
す
る
権
利
が
相
当
法
令
の
規
定

に
基
き
公
に
消
滅
さ
せ
ら
れ
又
は
そ
の
消
滅
が
公
に

確
認
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
の
要
件

が
削
除
さ
れ
た
。

　
こ
れ
は
土
地
収
用
法
等
に
よ
る
権
利
の
収
用
が
行

わ
れ
た
場
合
と
か
、
相
続
人
が
不
存
在
の
場
合
と
か

が
考
え
ら
れ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
た
が
（
例
え
ば
厚

生
省
生
活
衛
生
局
企
画
課
監
修
「
逐
条
解
説
墓
地
埋

葬
等
に
関
す
る
法
律
」
（
以
下
逐
条
解
説
と
い
う
）

改
訂
版
二
十
六
頁
）
、
実
際
は
こ
の
要
件
に
該
当
し

な
い
場
合
で
も
改
葬
許
可
が
行
わ
れ
る
の
が
実
務
の

取
扱
い
で
あ
っ
た
。
墓
地
使
用
権
が
公
に
消
滅
さ
せ

ら
れ
た
り
、
そ
の
消
滅
が
公
に
確
認
さ
れ
て
い
る
こ

と
は
極
め
て
稀
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
厳
格
に
解
す

る
と
無
縁
の
改
葬
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
っ
た
。

削
除
は
実
務
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
三
番
目
は
「
墓
地
使
用
者
及
び
死
亡
者
の
本
籍
地

及
び
住
所
地
の
市
町
村
長
に
対
し
て
縁
故
者
の
有
無

を
照
会
し
、
無
い
旨
の
回
答
を
得
る
こ
と
は
不
必
要

と
さ
れ
た
。
市
町
村
長
が
こ
の
回
答
を
す
る
こ
と
は

至
難
の
技
で
あ
る
。
無
い
こ
と
の
証
明
は
悪
魔
の
証

明
と
い
わ
れ
ほ
と
ん
ど
不
可
能
に
近
い
。
市
町
村
は

有
と
回
答
す
る
ほ
か
、
有
か
無
か
不
明
と
い
う
こ
と

に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
場
合
が
殆
ど
で
あ
り
、
そ
れ

が
削
除
さ
れ
た
理
由
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
四
番
目
は
「
二
種
以
上
の
日
刊
新
聞
に
三
回
以
上

の
広
告
を
す
る
こ
と
」
が
削
除
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
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かがえ不の　で一なご事納　3葬よ要円　添と許一つ　なつ
つ反な可で今きこけれ実骨従’すつがの回付と可年無五って
旧識か能あまるのれをを堂来分るてな費ますも申問黒黒た数
回しつでるでよ分ば新証のも骨こ無く用でるに玉響黒目。百

は
右
の
代
わ
り
に
「
官
報
に
掲
載
し
、
か

墓
や
納
骨
堂
の
見
や
す
い
場
所
に
立
札
を

示
す
る
こ
と
」
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
改
葬

書
に
「
こ
の
官
報
の
写
し
や
立
札
の
写
真

無
縁
墳
墓
や
納
骨
堂
の
写
真
や
位
置
図
を

こ
と
」
に
な
っ
た
。

全
く
効
果
の
な
い
に
も
拘
わ
ら
ず
数
百
万

を
必
要
と
す
る
日
刊
紙
の
公
告
を
行
う
必

な
っ
た
こ
と
は
大
歓
迎
で
あ
る
。
こ
れ
に

縁
の
改
葬
を
躊
躇
し
た
り
、
隠
密
裡
に
改

と
は
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

手
続
に
つ
い
て

、
分
骨
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
墓
地
又
は

管
理
者
に
そ
の
軽
骨
の
埋
蔵
又
は
収
蔵
の

す
る
書
面
を
請
求
し
て
そ
の
交
付
を
う
け
、

し
い
墓
地
や
納
骨
堂
の
管
理
者
に
提
出
し

な
ら
な
か
っ
た
。
今
回
の
改
正
で
新
し
く

骨
手
続
き
が
火
葬
場
で
も
行
う
こ
と
」
が

う
に
な
っ
た
。

も
火
葬
場
で
分
骨
を
事
実
上
行
っ
て
き
た

が
、
喪
主
や
祭
祀
承
継
者
が
拒
絶
す
る
と

あ
っ
た
し
、
分
骨
証
明
を
発
行
し
て
も
ら

た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
喪
主
や
祭
祀
承
継
者

て
も
火
葬
場
で
の
分
骨
が
可
能
と
な
り
、

証
明
を
火
葬
場
で
も
発
行
す
る
こ
と
に
な

万
円
の
広
告
費
用
が
節
約
さ
れ
る
こ
と
に

別紙1墓地、埋葬等に関する法律施行規則の一部改正について（照会）改こ備蓄

厚生省生活衛生局企画課長　殿

11文宗第74号
平成11年9．月24日

文化庁文化部宗務課長

　　戸渡速凸
㈱疏
課捷

墓地，埋葬等に関する法律施行規則の一部改正について（照会》

墓地，埋葬等に関する法律施行規則（昭和23年厚生省令第24号。以下「施行規

則」という。）にっきましては，先般，墓地，埋葬等に関する法律施行規則の一部を改

正する省令（平成11年厚生省令第29号）により改正が行われたところでありますが，

これに伴い，当庁所管の宗教法人法（昭和26年法律第126号）と貴省所管の墓地，

埋葬等に関する法律（昭和23年法律第48号。以下「墓埋法」という。）及び当該改正

後の施行規則（以下「瑚施行規則」という。）との関係で，下記事項に関し疑鶴が生じ

ていますので，至急御教示御回答を願います。

記

1．新施行規則第7条第2項にいう「墓地等の経営に係る業務に関する（以下「墓地業

務に関する」という。）財産目録，貸借対照表，損益計算書及び事業報告書その他

の財務に関する書類（以下「財務関係書類」という。）」の作成の義務について，宗教

法人は，宗教法人法の定めに従うものであり，墓埋法及び新施行規則によウ作成を

義務付けられるものではないと解してよいか。

2．墓一法第15条第2項及び新施行規則第7条第2項に基づく閲覧請求の対象とな

るのは，墓地業務に関する財務関係書類に限られるものであり，宗教法人の規則に

公益事業としての墓地経営に関する規定がなく，墓地業務に関する財務関係書類

を作成していない場合は，墓三法及び新施行規則上，墓地等の管理者に当該財

務関係書類に係る備付け義務及び閲覧請求に応じる義務は生じないものと解して

よいか。

つ
た
の
で
、
分
骨
さ
れ
た
焼
骨
を
埋
蔵
、
収
蔵
す
る

こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。

4
、
三
士
・
納
骨
簿
の
記
載
事
項
に
つ
い
て

　
従
来
「
管
理
者
は
死
亡
者
や
墓
地
使
用
者
・
鞍
骨

委
託
者
の
状
況
を
明
ら
か
に
し
た
慰
籍
・
納
骨
簿
を

備
え
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
て
い
た
が
、

こ
れ
ら
の
帳
簿
の
記
載
事
項
は
不
明
確
で
あ
っ
た
。

改
正
規
則
は
こ
れ
を
明
ら
か
に
し
て
「
①
墓
地
使
用

者
等
の
住
所
及
び
氏
名
②
死
亡
者
の
本
籍
、
住
所
、

氏
名
③
死
亡
者
の
性
別
④
死
亡
年
月
日
⑤
埋
葬
若
し

く
は
収
蔵
又
は
収
蔵
の
年
月
日
⑥
改
葬
の
許
可
を
受

け
た
者
の
住
所
、
氏
名
、
死
亡
者
と
の
続
柄
及
び
墓

地
使
用
者
と
の
関
係
⑦
改
葬
の
場
所
及
び
年
月
日
を

記
載
す
べ
き
で
あ
る
」
と
さ
れ
た
（
第
七
条
一
項
）
。

5
、
財
務
に
関
す
る
書
類
の
備
え
つ
け
に
つ
い
て

　
「
墓
地
や
納
骨
堂
の
管
理
者
は
、
墓
地
・
納
骨
堂

一5一
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の
経
営
者
の
作
成
し
た
そ
の
経
営
に
か
か
る
業
務
に

関
す
る
財
務
書
類
を
備
え
つ
け
る
こ
と
」
が
新
た
に

義
務
づ
け
ら
れ
た
（
第
七
条
二
項
）
。
右
の
財
務
に

関
す
る
書
類
の
例
示
と
し
て
「
財
産
目
録
、
貸
借
対

照
表
、
損
益
計
算
書
、
事
業
報
告
書
」
が
掲
げ
ら
れ

て
い
る
。

二
、
改
正
内
容
の
疑
問
点

　
こ
れ
ら
の
改
正
事
項
は
お
お
む
ね
歓
迎
さ
れ
る
べ

き
内
容
で
あ
る
。
と
り
わ
け
無
縁
の
改
葬
手
続
き
に

つ
い
て
日
刊
紙
に
よ
る
公
告
手
続
き
が
廃
止
さ
れ
た

こ
と
は
喜
ば
し
い
。
公
告
に
数
百
万
円
も
か
か
る
よ

う
で
は
容
易
に
改
葬
手
続
き
が
で
き
る
筈
も
な
く
、

い
き
お
い
秘
密
裡
に
や
る
こ
と
に
な
っ
た
り
、
手
つ

か
ず
に
す
て
お
い
た
り
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
て
、

寺
院
に
と
っ
て
う
し
ろ
め
た
さ
の
原
因
に
な
っ
て
い

た
。
こ
れ
が
解
消
す
る
こ
と
に
な
っ
て
こ
れ
か
ら
墓

地
整
備
も
大
い
に
す
す
む
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
が
、
第
七
条
二
項
に
よ
り
墓
地
・
納
骨
堂

の
経
営
に
か
か
る
事
務
に
関
し
て
、
財
産
目
録
、
貸

借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
事
業
報
告
書
の
作
成
が

寺
院
墓
地
に
も
義
務
づ
け
ら
れ
と
い
う
こ
と
で
あ
れ

ば
、
全
国
八
万
ヶ
年
の
ほ
と
ん
ど
に
寺
院
墓
地
が
存

在
す
る
以
上
、
改
正
規
定
の
遵
守
は
不
可
能
に
思
わ

れ
た
。
先
の
宗
教
法
人
法
改
定
の
折
、
そ
れ
ま
で
義

務
付
け
さ
れ
て
い
た
財
産
目
録
等
の
備
付
け
に
つ
い

て
も
、
こ
れ
を
全
う
さ
せ
る
た
め
に
相
当
な
時
間
を

要
し
た
こ
と
を
思
え
ば
、
六
ヶ
月
と
い
う
期
間
は
余

り
に
も
短
い
。

　
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
寺
院
墓
地
は
規
模
が
小
さ

く
墓
地
の
み
の
経
営
で
は
独
立
し
て
採
算
が
と
れ
な

い
。
檀
信
徒
が
墓
地
使
用
者
で
あ
る
寺
院
墓
地
の
経

営
は
宗
教
活
動
を
含
む
寺
院
全
体
の
経
営
と
一
体
化

し
て
お
り
、
布
施
収
入
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
墓
地
の
み
の
財
務
書
類
の
作
成
は
困
難

な
こ
と
で
あ
る
。

　
従
っ
て
財
務
に
関
す
る
書
類
の
作
成
義
務
は
墓
埋

法
施
行
規
則
に
よ
り
課
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と

を
確
認
す
る
こ
と
が
必
要
と
考
え
ら
れ
た
。
し
か
も
、

こ
れ
ら
の
財
務
書
類
は
墓
骨
法
第
十
五
条
二
項
に
よ

っ
て
閲
覧
請
求
権
の
対
象
に
な
る
。
宗
教
法
人
法
に

お
け
る
備
え
付
け
書
類
の
閲
覧
は
「
正
当
な
利
益
が

別紙2　墓地、埋葬等に関する法律施行規則の一部改正について（回答）

衛企第　2　9．号

平成11年9月27日

文化庁文化部宗務課長殿

麟
瞳厚生省生活衛生局企画課

地、埋葬等に関する法律施行規則の一部改正について（回答）

　平成11年9月24日付け11文宗第74号で照会のあった標記について
は、下記のとおり回答する。

記

1．、2．ともにお見込みのとおりである。

　なお、宗教法人についても、墓地等の経営主体であれば、使用者保護の観点

から、墓地等の経営の安定性、永続性の確保が要請される。したがって、墓地

等を経営する宗教法人の適正な運営の指導等に当たっては、この点につき十分

に御配慮願いたい。
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あ
り
」
か
つ
「
不
当
な
目
的
の
な
い
」
者
に
限
ら
れ

て
い
る
（
宗
教
法
人
法
第
二
十
五
条
三
項
）
。
墓
埋

法
は
こ
の
よ
う
な
し
ぼ
り
が
か
け
ら
れ
て
い
な
い
。

こ
の
点
に
お
い
て
も
今
回
の
改
正
は
齪
心
す
る
こ
と

に
な
る
。

三
、
疑
問
点
の
解
決
に
む
け
て

　
そ
こ
で
全
日
本
仏
教
会
は
ま
ず
文
化
庁
宗
務
課
に

相
談
し
た
。
文
化
庁
宗
務
課
は
今
回
の
墓
埋
法
規
則

改
正
に
つ
い
て
事
前
に
何
ら
の
相
談
を
う
け
て
い
な

い
こ
と
が
判
明
し
た
。
墓
地
経
営
は
原
則
と
し
て
地

方
公
共
団
体
と
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
り
難
い
場
合
に
は

公
益
法
人
等
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
（
逐
条
解
説
、

改
訂
二
版
四
十
二
頁
）
。
事
実
全
国
八
万
ヶ
寺
の
大

半
は
寺
院
墓
地
を
経
営
し
て
い
る
。
墓
地
を
経
営
し

て
い
る
神
社
も
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
。
厚
生
省
は

ど
う
し
て
宗
務
課
に
相
談
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。　
宗
務
課
で
は
宗
教
法
人
室
が
中
心
と
な
っ
て
厚
生

省
生
活
衛
生
局
企
画
課
と
相
談
さ
れ
た
よ
う
だ
。
こ

の
相
談
は
七
月
か
ら
九
月
下
旬
ま
で
か
か
っ
て
い
る
。

こ
の
間
全
日
本
仏
教
会
と
し
て
も
独
自
に
厚
生
省
生

活
衛
生
局
企
画
課
と
面
談
し
実
情
を
説
明
し
て
厚
生

省
の
解
釈
を
確
認
し
た
。

　
そ
の
後
、
宗
務
課
長
か
ら
厚
生
省
生
活
衛
生
局
企

画
課
長
に
別
紙
1
の
よ
う
な
照
会
が
行
わ
れ
、
同
課

長
か
ら
宗
務
課
長
に
別
紙
2
の
回
答
が
さ
れ
た
。
こ

れ
に
基
づ
い
て
宗
務
課
か
ら
各
都
道
府
県
宛
に
別
紙

3
の
と
お
り
通
知
が
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
右
の
趣
旨
を
端
的
に
い
え
ば
、
「
檀
信
徒
に
墓
地

使
用
者
や
収
蔵
委
託
者
を
限
定
し
て
い
る
寺
院
墓
地

・
寺
院
納
骨
堂
は
、
財
務
に
関
す
る
書
類
の
作
成
義

務
が
課
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
」
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
但
し
寺
院
が
経
営
す
る
墓
地
・
納
骨
堂
で
あ

っ
て
も
宗
教
法
人
亡
妻
六
条
に
い
う
公
益
事
業
と
し

て
行
う
、
い
わ
ゆ
る
宗
旨
・
宗
派
を
問
わ
な
い
霊
園

．
納
骨
堂
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
に
固
有
の
財
務
に

関
す
る
書
類
が
綱
領
法
式
十
五
条
二
項
に
よ
る
閲
覧

請
求
権
の
対
象
と
な
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
全
日
本
仏
教
会
の
所
期
の
目
的

は
達
成
さ
れ
た
。

別紙3　墓地、埋葬等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について

事務連絡
平成U年9月28日

各都道府県

　　宗教法人事務担当課　御中

文化庁文化部宗務課

墓地，埋葬等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について

　墓地，埋葬等に関する法律施行規則（昭和23年厚生省第24号。以下「施行規

則」という。）にっきましては，先般，墓地，埋葬等に関する法律施行規則の一部を改

正する省令（平成11年厚生省令第29号）により改正が行われたところでありますが，

これに伴い，当庁所管の宗教法人法（昭和26年法律第126号）と厚生省所管の墓

地，埋葬等に関する法律（昭和23年法律第48号）及び当該改正後の施行規則との

閲係で疑義が生じたため，厚生省に対し別添のとおり照会を行い回答を得ておりま

すので，参考までにお知らせします。

　なお，別添の照会・回答文書は厚生省から都道府県等の墓埋，埋葬等に関する

法律の事務を所管する部署に速絡される予定であることを申し添えます。

一7一

．㌔

‘・

�
ﾙ
一
髄

　r　　　　　　　　　　　　　の



　■ンエ　　　　　．・”議・

　ヤ・虫ノ
β　　δ卿，「　一

　．一目　㌧　＃LA～
∫｝一‘厳麹一一轟顔＝

　侶

仏全1999年11月1日

墓
埋
法
改
正
に
関
し

　　

@　

@　

@
厚
生
省
と
折
衝

　
九
月
十
四
日
午
後
、
吉
橋
財
務
部
長
と
長
谷
川
本

会
顧
問
弁
護
士
は
厚
生
省
へ
赴
き
、
先
般
改
正
さ
れ

た
「
墓
地
、
埋
葬
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
省
令
」
の
内
容
に
つ
い
て
、
「
宗
教

法
人
法
」
と
の
間
の
齪
酷
が
生
じ
て
い
る
と
す
る
全

日
本
仏
教
会
と
し
て
の
見
解
を
詳
細
に
説
明
し
、
厚

生
省
の
見
解
を
求
め
た
。

　
そ
の
結
果
、
九
月
二
十
七
日
付
、
文
化
庁
文
化
部

宗
務
課
長
宛
の
、
厚
生
省
生
活
衛
生
局
企
画
課
長
名

の
文
書
で
、
墓
地
経
営
業
務
に
関
す
る
書
類
作
成
の

義
務
、
及
び
閲
覧
請
求
に
つ
い
て
は
、
宗
教
法
人
は

宗
教
法
人
法
の
定
め
に
従
う
も
の
と
の
回
答
を
得
た
。

（
詳
細
は
本
号
、
長
谷
川
本
会
顧
問
弁
護
士
の
記
事

参
照
）

　
二
十
日

二
十
一
日

二
十
六
日

二
十
七
日

二
十
八
日

局
内
会
議

日
宗
連
理
事
会

埼
玉
県
佛
教
徒
大
会
出
席

同
和
委
員
会

同
和
研
修
会

法
律
相
談
室

≡（（

魔
X
務
《
一
雨
録
．
募
多
ミ

　
二
日

　
六
日

　
十
日

十
二
日

十
三
日

十
四
日

1
十
月
－

　
本
願
寺
築
地
別
院
記
念
法
要
参
列

　
日
弁
連
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
出
席

　
立
正
佼
成
会
開
祖
葬
儀
参
列

　
日
宗
連
宗
教
と
税
制
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

　
理
事
会

法
律
相
談
室

中
村
　
元
氏
（
全
仏
元
副
会
長
）

十
月
十
日
遷
化
　
八
十
六
歳

東
大
名
誉
教
授

若
槻
修
道
師
（
全
量
元
理
事
長
）

十
月
十
一
日
遷
化
　
九
十
二
歳

曹
洞
宗
元
宗
議
会
議
長

謹

告

　
こ
れ
ま
で
、
年
末
に
頒
布
し
て
ま
い
り
ま

し
た
『
全
仏
手
帳
』
は
、
本
年
度
（
一
九
九

九
年
度
）
の
版
を
も
ち
ま
し
て
、
終
了
と
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
長
年
の
ご
愛
顧
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

仏
罰
・
バ
ッ
チ

　　

ﾐ
布
御
案
内

大
仏
旗
　
た
て
一
四
〇
㎝
×
よ
こ
二
一
〇
㎝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二
、
O
O
O
円

二
仏
旗
　
た
て
九
〇
㎝
×
よ
こ
＝
二
五
㎝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
、
O
O
O
円

小
仏
旗
　
た
て
七
〇
㎝
×
よ
こ
一
〇
〇
㎝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
、
三
〇
〇
円

手
旗
た
て
三
五
㎝
×
よ
こ
五
〇
㎝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
、
O
O
O
円

法
輪
旗
　
た
て
九
〇
㎝
×
よ
こ
＝
二
五
㎝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
、
四
〇
〇
円

仏
領
パ
ッ
チ
　
ニ
㎝
×
四
・
五
㎝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇
〇
円

法
輪
パ
ッ
チ
　
直
径
一
㎝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
、
O
O
O
円

お
申
し
込
み

　
全
日
本
仏
教
会
財
務
部

電
話
　
　
〇
三
－
三
四
三
七
一
九
二
七
五

F
A
X
　
O
三
一
三
四
三
七
－
三
二
六
〇

全日本仏教会ホームページ　http＝〃wwwjtvan．co．lpノコbf
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九
九
九
年
十
一
月
一
日
発
行

　
　
十
一
月
号
第
四
五
三
号

発
行
人
　
蓮

清
　
典
　
　
発
行
所
　
　
財
団
法
人
　
全

日

本
　
仏
　
教
　
会

〒
一
〇
五
1
0
0
一
東
京
都
港
区
芝
公
園
四
一
七
－
四

電
話
〇
三
（
三
四
三
七
）
九
二
七
五
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